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規    則 

 

那覇市契約規則の一部を改正する規則（法制契約課） 

那覇市規則第41号  

令和２年９月３日  

公   布   済  

 

 

那覇市契約規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  
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訓    令 

那覇市職員服務規程の一部を改正する訓令（人事課） 

那覇市訓令第８号  

令和２年８月27日  

公     表     済  

 

 

那覇市職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  
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那覇市職員セクシュアル・ハラスメント防止規程を廃止する訓令（人

事課） 

那 覇 市 訓 令 第９号  

那 覇 市 消 防 局 訓 令 第15号  

那 覇 市 上 下 水 道 局 規 程 第13号  

那覇市教育委員会教育長訓令 第４号  

令 和 ２ 年 ８ 月 2 7 日  

公 表 済  

 

 

那覇市職員セクシュアル・ハラスメント防止規程を廃止する訓令を次のように定

める。 

 

 

 

             那 覇 市 長  城 間  幹 子  

 

 

 

             那 覇 市 消 防 局 長  島 袋  弘 樹  

 

 

 

             那覇市上下水道事業管理者  上 地  英 之  

 

 

 

那覇市教育委員会教育長  田 端  一 正  
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那覇市職員セクシュアル・ハラスメント防止規程を廃止する訓令 

 

那覇市職員セクシュアル・ハラスメント防止規程(平成15年那覇市訓令第18号、

那覇市消防本部訓令第6号、那覇市水道局規程第4号、那覇市病院管理規程第34号、

那覇市教育委員会教育長訓令第6号)は、廃止する。 

 

付 則 

この訓令は、令和2年9月1日から施行する。 
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告    示 

 

市道路線の区域変更及び供用開始に関する告示（道路管理課） 

那覇市告示第 223 号  

令 和 ２ 年 ９ 月 ３ 日  

掲 示 済  

 

 

市道路線の区域変更及び供用開始に関する告示 

 

 

道路法（昭和 27年法第 180号）第 18条第２項の規定に基づき、本告示の日をも

って市道路線を次のように区域変更及び供用開始する。 

その関係図面は、告示の日から２週間、那覇市都市みらい部道路管理課において、

一般の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１．区域変更及び供用開始する路線 

 

 

 

 

２．供用開始する路線 

 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７７２号   2020（令和２）年９月15日 

 1263 

 

 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７７２号   2020（令和２）年９月15日 

 1264 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７７２号   2020（令和２）年９月15日 

 1265 

 

 

 
 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７７２号   2020（令和２）年９月15日 

 1266 

 

歩行者専用道路の指定に関する告示（道路管理課） 

那 覇 市 告 示 第 224 号  

令 和 ２ 年 ９ 月 ３ 日  

掲 示 済  

 

 

歩行者専用道路の指定に関する告示 

 

 

道路法（昭和27年法律第180号）第48条の13第３項の規定に基づき、本

告示の日をもって歩行者専用道路を次のように指定する。 

 その関係図面は、告示の日から２週間、那覇市都市みらい部道路管理課

において、一般の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

歩行者専用道路に指定する路線 

 

整理番号 路線名 区   間 

                               

19 泉崎牧志線 

(ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ) 
泉崎１丁目21番14～ 

       泉崎１丁目20番６  
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公    告 

保有個人情報目的外利用・提供届出書の公表について（法制契約課） 

那覇市公告第 262 号  

令和２年９月３日  

掲 示 済  

 

 

保有個人情報目的外利用・提供届出書の公表について 

 

 

那覇市個人情報保護条例第９条第４項及び那覇市個人情報保護条例施行規則第

８条の２第２項で準用する同規則第２条第２項の規定に基づき、保有個人情報目的

外利用・提供届出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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個人情報業務届出書の公表について（法制契約課） 

那覇市公告第 263 号  

令和２年９月３日  

掲 示 済  

 

 

個人情報業務届出書の公表について 

 

 

那覇市個人情報保護条例第７条第５項及び同施行規則第２条第２項の規定に基

づき、個人情報業務届出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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那覇広域都市計画下水道の変更について（都市計画課） 

那覇市公告第 282 号  

令和２年９月 15 日  

 

 

那覇広域都市計画下水道の変更について 

 

 

 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 21条第２項において準用する同法第 19

条第１項の規定により、都市計画を変更したいので、同法第 21 条第２項において

準用する同法第 17 条第１項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案

を公衆の縦覧に供する。 

 なお、同法第 17 条第２項の規定により、市民及び利害関係人は、当該都市計画

の案について、縦覧期間満了の日までに那覇市に意見書を提出することができる。 

 

 

那覇市 

上記代表者 那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 都市計画の種類 

    那覇広域都市計画下水道 

    

２ 都市計画を定める土地の区域 

   那覇市公共下水道 

変更する部分 那覇市奥武山町地先及び若狭１丁目地内 

 

３ 都市計画の案の縦覧場所 

   那覇市 都市みらい部 都市計画課（那覇市役所９階） 

 

４ 都市計画の案の縦覧期間及び縦覧時間 

   縦覧期間：令和２年９月 15日（火）から令和２年９月 29日（火）まで。 

ただし、土・日及び祝日は除く。 

縦覧時間：午前８時 30分から午後５時 15分まで。 

ただし、正午から午後１時を除く。 
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低濃度ＰＣＢ廃棄物処理業務委託の制限付一般競争入札（事後審査

型）の実施について（管財課） 

那覇市公告第 283 号  

令和２年９月 15 日  

 

 

低濃度ＰＣＢ廃棄物処理業務委託の制限付一般競争入札（事後審査型）の実

施について 

 

 

地方自治法第 234条第１項及び地方自治法施行令（以下「施行令」という。）第

167条の５の２の規定に基づき、制限付一般競争入札を実施するので、施行令第 167

条の６及び那覇市契約規則第４条の規定により、次のとおり公告する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 入札に付する事項 

（１）件    名  低濃度ＰＣＢ廃棄物処理業務委託 

（２）履 行 内 容  低濃度ＰＣＢ廃棄物処理業務委託仕様書のとおり 

（３）履 行 場 所  那覇市内（[別紙] 低濃度ＰＣＢ廃棄物等一覧のとおり） 

（４）履 行 期 間  契約締結日から令和３年３月 31日まで 

（５）予 定 価 格  非公開 

（６）最低制限価格 設定しない 

（７）本委託は、競争入札参加資格の審査を入札執行後に行う事後審査型である 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

  入札参加者は入札公告日から開札日までの間、次の各号に定める資格を全て満

たすこと。 

（１）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）第 14条

の４第１項に規定する収集運搬の許可を受けた者で、同条第６項に規定する

処分の許可もしくは、第 15条の４の４第１項の規定に基づく無害化処理の

認定を受けた者のうち、低濃度ＰＣＢ廃棄物（廃油、トランス・コンデンサ

等、及び汚染物）の全てを処分できる者であること。ただし、第 14条の４

第６項で規定する処分の許可もしくは、第 15条の４の４第１項で規定に基

づく無害化処理の認定を受けていない場合は、当該許可もしくは認定を受け

ている者から確約書（第３号様式）の提出を受けることにより、入札に参加

することができるものとする。 

（２）地方自治法施行令第 167条の４に該当しない者であること。 

（３）広告日から入札執行日までの間に、本市から那覇市物品購入等入札参加者

資格審査及び指名選定要綱に基づく指名停止の措置を受けていない者である
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こと。 

（４）県内に本店、支店又は営業所のある法人であること。 

(５) 本市の市税等の納入義務がある者については、その市税等に滞納が無いこと。

ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に納税が困難となっ

ている場合は徴収の猶予を受けていること。 

（６）会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定に基づく更生手続き

開始の申し立て又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に

基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

（７）経営状態が著しく不健全であると市長が認めるものに該当しない者である

こと。（公告日の３ヶ月前から落札決定までの間に不渡り等を生じていない

こと。） 

（８）那覇市暴力団排除条例（平成 24年那覇市条例第１号）第２条第１号に規

定する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員に該当しておらず、又は関

係していないこと。 

 

３ 契約条項を示す場所 

  那覇市総務部管財課（那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所本庁舎５階） 

 

４ 業務委託仕様書の配布期間及び配布場所 

配布期間 令和２年９月 15日（火）～令和２年９月 24日（木） 

午前９時～午後４時（正午～午後１時を除く） 

     （ただし土曜日、日曜日、祝日を除く） 

  配布場所 那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所本庁舎５階  

那覇市総務部管財課 

※窓口でのみ配布します。 

※本庁舎の駐車場は有料です。 

 

５ 業務委託仕様書等に関する質問及び回答 

（１）質問受付期間  令和２年９月 15日（火）から 

令和２年９月 29日（火）午後５時まで 

（２）質 問 方 法 質問書(第１号様式）を那覇市総務部管財課へメールで提出

すること。また、メール送信後は、管財課へ電話すること。 

E-Mail：S-KANZAI001@city.naha.lg.jp 

TEL  :098-862-9904 

（３）回 答 方 法  令和２年10月6日（火）午後５時までに仕様書配布の受付

を行った業者に対し、メールで回答する。 

 

６ 入札説明会 

  入札説明会は実施しない。 

 

７ 現場確認 

  入札参加にあたって、事前に現場確認をすることができる。日程については下
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記のとおりとする。 

  

（１）日時：令和２年９月 28日（月）及び９月 29日（火）の２日間 

※具体的な日時については、調整の上決定する。 

※現場確認を希望する場合は、令和２年９月 24日（木）までに報告する

こと。 

   

８ 入札参加資格の確認申請書の提出 

  本入札への参加希望者は、制限付一般競争入札参加資格確認申請書（第２号様

式）を提出しなければならない。なお、期限までに制限付一般競争入札参加資格

確認申請書（第２号様式）を提出しない者は本入札に参加することはできない。 

 

（１）提出期限  令和２年 10月８日（木）午後５時 

（２）提出場所 那覇市総務部管財課（那覇市泉崎１丁目１番１号５階） 

 

９ 入札、開札及び落札者の決定に関する事項 

（１）入札開札日時   令和２年 10月 16日（金） 

受付開始：午後１時 30分  

事前説明：午後１時 45分 

入札開始：午後２時 

（２）入札開札場所  那覇市役所 本庁舎 ５階 501会議室 

（３）入 札 方 法   入札書（第６号様式）による紙入札 

※郵送による入札は認めない 

（４）必 要 書 類   ア 入札書（第６号様式） 

イ 委任状（第５号様式）※代理人が入札する場合 

ウ 印鑑証明書 ※複写可 

エ 使用印鑑届（第４号様式） 

オ 入札保証金領収書 

（免除の場合は、入札保証金納付免除承認書） 

（入札者が収集運搬事業のみの許可を受けている場合は、 

処分業者用の必要書類として確約書（第３号様式）及び 

上記ウ・エの書類も入札時にあわせて提出すること。） 

※様式は、那覇市ホームページよりダウンロードしてく

ださい。 

 

（５）落札者の決定  入札ならびに開札後、落札候補者（予定価格の範囲内で

最低の価格をもって有効な入札を行った者）を決定する。

落札候補者には資格審査書類を提出してもらい、入札参加

資格の条件を全て満たす者を落札者とする。 

 

10 資格審査書類の提出（落札候補者のみ提出） 
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落札候補者は、指定された期日までに次の書類を那覇市総務部管財課まで持参

し提出すること。 

（１）資格確認資料（第７号様式） 

（２）誓約書（第８号様式） 

（３）産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

（４）産業廃棄物処分業許可証の写しまたは無害化処理の認定証の写し 

※許可業者から確約書の提出を受けて入札に参加した場合は、その許可業

者の許可証の写し 

（５）商業登記簿（履行事項全部証明書） 

※個人においては、本籍地の市町村が発行する身分証明書 

（６）市町村税完納証明書 

※新型コロナウイルス感染症の影響により徴収の猶予を受けている場は、

「徴収猶予許可通知書の写し」 

（７）印鑑証明書（原本） 

※様式は、那覇市ホームページよりダウンロードしてください。 

 

11 入札保証金 

入札において見積もる契約金額の 100分の５以上の入札保証金を市長が指定す

る納付書で指定の金融機関に期日までに納付しなければならない。入札保証金納付

申請書（第９号様式）に記入・押印のうえ、提出すること。申請書提出後、市で

発行する納入通知書の交付を受け、納付期限までに納付すること。また、入札保

証金の領収書を、入札当日必ず持参すること。 

那覇市契約規則第８条各号のいずれかに該当すれば免除することができる。 入

札保証金が免除の場合は、入札保証金納付免除申請書（第 10号様式）に入札保証

保険証券又は過去２年の間に契約のあった契約書の写し（那覇市契約規則第８号第

１項第３号）を提出しなければならない。 

（１）入札保証金の納付期限         令和２年10月15日（木）正午 

（２）入札保証金納付免除申請書の提出期限 令和２年10月８日（木）午後５時 

 

12 契約保証金 

那覇市契約規則第30条第１項第９号に基づき免除する。ただし、落札者が正当

な理由なく契約を履行しないときは、見積もった契約金額の100分の10に相当する

金額を違約金として納付しなければならない。 

 

13 入札の無効 

  次の入札は無効とする。 

（１）入札に参加する資格のない者がした入札 

（２）委任状を持参しない代理人がした入札 

（３）入札書が所定の日時までに提出されない入札 
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（４）同一事項について、２通以上の入札書が提出された入札 

（５）入札者が他の者の代理を兼ね、又は代理人が２人以上の代理をしてなした

入札 

（６）連合その他不正行為によってなされたと認められる入札 

（７）入札書の表記金額を訂正した入札、又は￥マークの記載がない入札 

（８）入札書に記名押印（代表者印は使用印鑑届出印、代理人の場合は代理人の

印）を欠いた入札 

（９）誤字、脱字等により意思表示が不明瞭で判読できない入札 

（10）入札書の日付を欠いた入札、又は入札の年月日と合わない入札 

（11）鉛筆等容易に消去可能な筆記用具を使用した入札 

（12）再度入札（２回目・３回目の入札）の前の入札に不参加の者がした入札 

（13）郵送による入札 

（14）その他入札に関する条件に違反した入札 

 

14 その他 

（１）那覇市に提出された書類は返却しない。 

（２）台風等により路線バスの運行が停止となった場合は、入札ならびに開札

の２時間前までにバスの運行が開始されなければ、入札ならびに開札は延期

とする。延期後の日時は、那覇市ホームページに掲載して通知する。 

 

15 問い合わせ先 

所在地：那覇市泉崎１丁目１番１号 ５階 那覇市総務部管財課 

担 当 ：松堂  

T E L ：098-862-9904  /  F A X ：098-862-9352 

E-mail：S-KANZAI001@city.naha.lg.jp 
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消防局訓令 

那覇市消防職員服務規程の一部を改正する訓令 

 

那覇市消防局訓令第 16 号  

令 和 ２ 年 ８ 月 2 6 日  

公 表 済  

 

 

那覇市消防職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

 

 

那  覇  市  消  防  局  

                                               局長  島  袋  弘  樹  
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    那 覇 市 公 報    第１７７２号   2020（令和２）年９月15日 

 1285 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７７２号   2020（令和２）年９月15日 

 1286 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７７２号   2020（令和２）年９月15日 

 1287 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７７２号   2020（令和２）年９月15日 

 1288 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７７２号   2020（令和２）年９月15日 

 1289 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７７２号   2020（令和２）年９月15日 

 1290 

 

 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７７２号   2020（令和２）年９月15日 

 1291 
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    那 覇 市 公 報    第１７７２号   2020（令和２）年９月15日 

 1293 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７７２号   2020（令和２）年９月15日 

 1294 

 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７７２号   2020（令和２）年９月15日 

 1295 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７７２号   2020（令和２）年９月15日 

 1296 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７７２号   2020（令和２）年９月15日 

 1297 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７７２号   2020（令和２）年９月15日 

 1298 
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上下水道局規程 

那覇市上下水道局企業職員就業規程の一部を改正する規程 

那覇市上下水道局規程第 12 号  

令 和 ２ 年 ８ 月 2 7 日  

公 布 済  

 

 

那覇市上下水道局企業職員就業規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  上地  英之  
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那覇市上下水道局再生水利用下水道事業実施規程の一部を改正する

規程 

那覇市上下水道局規程第 14 号  

令 和 ２ 年 ８ 月 2 7 日  

公 布 済  

 

 

那覇市上下水道局再生水利用下水道事業実施規程の一部を改正する規程をここに

公布する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  上地  英之  
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教育委員会教育長訓令 

那覇市教育委員会教育長事務決裁規程の一部を改正する訓令 

 

那覇市教育委員会教育長訓令第１号  

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日  

公 布 済  

 

 

那覇市教育委員会教育長事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

 

那 覇 市 教 育 委 員 会  

委員長 田 端 一 正  
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那覇市教育委員会職員被服貸与規程の一部を改正する訓令 

 

那覇市教育委員会教育長訓令第２号   

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日  

公 布 済  

 

 

那覇市教育委員会職員被服貸与規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

 

那 覇 市 教 育 委 員 会  

委員長 田 端 一 正  
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那覇市教育委員会職員の名札の制式及び貸与に関する規程の一部を

改正する訓令 

那覇市教育委員会教育長訓令第３号  

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日  

公 布 済  

 

 

那覇市教育委員会職員の名札の制式及び貸与に関する規程の一部を改正する訓

令を次のように定める。 

 

 

那 覇 市 教 育 委 員 会  

委員長 田 端 一 正  
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那覇市教育委員会附属機関の設置及び運営に関する規程の一部を改

正する訓令 

那覇市教育委員会教育長訓令第５号  

令 和 ２ 年 ９ 月 ３ 日  

公 布 済  

 

 

那覇市教育委員会附属機関の設置及び運営に関する規程の一部を改正する訓令

を次のように定める。 

 

 

那 覇 市 教 育 委 員 会  

委員長 田 端 一 正  
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    那 覇 市 公 報    第１７７２号   2020（令和２）年９月15日 

 1318 

 

選挙管理委員会告示 

 

直接請求に要する選挙権を有する者の数について 

那覇市選挙管理委員会告示第 20 号  

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 松 田 義 之  

 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）の規定による直接請求、市町村の合併の特例

に関する法律（平成16年法律第59号）の規定による合併協議会設置の請求及び地方

教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）の規定による解職請

求に必要な選挙権を有する者の数は、次のとおりである。 

 

１ 地方自治法第74条第1項及び同法第75条第1項並びに市町村の合併の特例等に関

する法律第4条第1項及び同法第５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の

50分の１の数 

 

5,179人 

 

 

２ 市町村の合併の特例に関する法律第４条第11項及び同法第５条第15項に規定す

る選挙権を有する者の総数の６分の１の数 

 

43,151人 

 

 

３ 地方自治法第76条第１項、同法第80条第１項、同法第81条第１項及び同法第86

条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に規定

する選挙権を有する者の総数の３分の１の数 

 

86,302人 
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選挙人名簿の登録について 

那覇市選挙管理委員会告示第 21 号  

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ 日  

掲 示 済  

 

 

選挙人名簿の登録について 

 

 

公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第 22条第１項の規定により、選挙人名簿

の登録日を次のとおり変更した。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 松 田 義 之  

 

 

登 録 の 日    令和２年９月２日 
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